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千葉県液状化マップ

2



東北地方太平洋沖地震の液状化被害調査
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I.液状化判定ーII.被害想定ーIII.対策
地盤の液状化対策を行う場合には、地盤の液状化が宅地・
建築物に与える影響を想定し、その結果に応じて発生し得
る被害に適切に備える事が大切である。

＊被害の形態例:(A)地震時に大きく傾斜や沈下、(B)地震後
にゆっくり沈下、(C)地震後に横へ移動と沈下、(D)地震時に
宅地全体に変状を呈する
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I.液状化判定について

＊小規模建築物（4号）以外では、建築基準法
に従った扱いになる。基本的には、学会指針に
よる標準貫入試験を用いたFl法が多く、動的解
析による外力設定、有効応力解析による水圧
の評価などが行われる場合がある。

＊小規模建築物では、Fl法が用いられる事も
あるが、簡易な評価方法（H１ーH２）による評
価やスウェーデン式サウンディング試験を用い
た（Fl）方法が提案されている（サンプリング＋
地下水位測定などの追加） 。 5



簡易判定法の評価
①Fl法は、液状化の可能性がある地盤を見逃し無く評価可能であ
るが、液状化しない場合が少なくない(安全側に評価）。

②PL法も、液状化の危険度をほほ評価出来るが、見逃しがある場
合がある。評価する層の厚さなどを考慮すると改善出来る可能
性がある。

③非液状化層（H１−H２法）は、誤差が大きい。

④国土庁法（微地形＋Nsw／５mまで）は、ほぼ、適用可能である。

震度５強程度では、液状化する地盤は、埋立地、埋土、河川改修
などの人工地盤がほとんどであると考えて良い。従って、微地形
分類を丁寧に探ることは有効である。

⑤Flから沈下量Dcyを算定し、液状化の可能性、定量的な沈下量、
位置を考慮して対策を考えることは有益である。

→国土交通省基準整備事業(H27)での結論

⑥液状化マップの精度の課題が浮上（熊本地震で精度に課題）
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H1ーH2法

7



液状化しやすい地盤の目安
微地形分類＋サウンディング試験
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液状化による被害の危険性評価（H1~Dcy法）
宅地造成時に参照ー＞小規模住宅でも使用

成果に加筆追加
表層の支持力特性
を考慮H1-H2法で影響小と評

価
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II 判定方法
Flから沈下量Dcyを算定し液状化の可能性を考える
方法が、沈下量とその位置も判明し、対策上有望であ
る。

換算N値からの補正
（建築基礎構造設計指針による）

N -> N1=√(100/σ’)・N（応力補正）
Na = N1+ΔNf: （細粒分補正）
それぞれの液状化層で

剪断ひずみγcyiを求め、Dcyを計算
Dcy =（Σγcyi ・ Hi ）／１００

(単位：kN,m)

非液状化

液状化

液状化

非液状化

γcy２
H２

γcy３
H３

H1

H４
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II. 地盤の液状化による被害想定

周辺地形、地盤プロフィール、基礎構造などか
ら、地盤が液状化する可能性（深さ、液状化の
程度／Dcy）に照らし、地盤の液状化による被
害の状況を想定することが必要である。
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被害想定１
表層あるいはやや深い地盤の液状化
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１次、２次液状化による障害
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被害想定２ 側方流動
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被害想定３ 杭等の抜け上がり
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被害想定４ 滑動崩落
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建築研究所大型振動台実験（つくば）

大型振動台による効果確認実験

装置寸法：深さ5m×幅3.6m×長
さ10m， 総体積V=180m3

地盤材料：栃木県産の日光珪砂６
号

上層

下層

下層の水圧が上方に伝搬する
→２次液状化現象の発生
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液状化時の水圧の上方への伝搬
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液状化地盤

液状化地盤

液状化する地盤の抵抗力の低下

液状化前の支持力特性

荷重

基礎幅の数％

沈
下

長期 短期
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基本的検討方法
べた基礎、表層改良、締固め、ドレーン型改良地盤

（上昇する水圧の評価が必要）
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III. 設計者としての液状化対策への
備えと役割

被害の想定内容に応じて液状化対策の目標を設定し、
基礎構造との関係を考慮して、建築基準法に沿って、設
計上の配慮を行い、建築物の安全性を確保することが基
本である。
液状化層の厚さ、位置、推定沈下量などから適切な対応
案を検討する。
（１）小規模建築物以外では、短期での杭基礎、終局時で
の杭基礎＋地盤改良が中心的な対応である。
（２）小規模建築物（４号建築物）などでは、同じ対応が取
られてきていない。２０２０年３月に、構造設計図書の保
存が義務付けられたことを受け、実質的に、設計者は構
造設計上の配慮が重要である。 21



構造計算書の保存
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建築士法施行規則第２１条の改正

23



建築基準法などと地盤の液状化
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リスク管理上の観点
ISO的リスク管理（ ISO３１００：リスクマネイジメント)
リスクとは？：期待される結果（目標）に対する不確かさの影響

リスクは、悪い影響、良い影響を含むが、悪い影響の最小化を目指
すのが一般的な管理内容となっている。

地盤の液状化対策に対して期待する事

建築物への被害最小化

地震時の振動の低減
沈下低減（無しを含む）

（相対、絶対）

対策費用の最小化 地震後の継続使用
インフラを含む（避難回避）

コミュニティの維持
広い範囲の液状化回避
コミュニティの維持

広い範囲の液状化回避

人命の確保（最低限の要求）
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現状での液状化対策に対する目標

１）大地震時：人命の確保（最低限の要求）は、無対策でも担保されて
いるとしている。

建築では、対策は要求していない(実態は、いろいろ）。
「滑動崩落」対策事業（宅地盛土）では、コミュニティの維持確保などか
ら、対策事業を推進している。地域としての液状化対策も、推奨してい
るが、課題が多い。

２）中地震時：建築物への有害な沈下抑制、損傷制御の観点から、液
状化対策へも必要性を啓蒙している（小規模建物では、曖昧になって
いたが、今後は対策の実施が基本であると考えられる。）

建築物の沈下対策が主となっているが、目標の設定が曖昧なことが多
い。

一般の建築物では、支持力確保の観点から、支持層までの杭基礎な
どとし、液状化への備えを兼ねている場合が多い。
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液状化対策に関する考え方

現状では、下記のような無対策を含めた対処が存在する。
（１）住宅の沈下を許さない。（大地震、中地震）

（２）住宅の沈下をある程度許容し、対策の程度を調整出来るよう
にする。（大地震、中地震）

リスク管理的な考え方としては、以下の考え方がある。

（３）液状化による被災後に再建可能（生活可能）な対応を考慮し
ておく（大地震、中地震）。主に経済性優先の選択

（４）技術的な対応を取らない
後日、新たな問題を発生する可能性は否定できないが、
１）地震保険に加入して、経済的損失を担保（経済性か？）
２）対応しない（現状容認／振動低減への期待）
2020年の設計図書の保存の義務化を受けて、設計上の配慮を
実質的に担保するには、（３）、（４）の選択は、中地震時の液状
化対策としては難しくなる。
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小規模建築物に適用可能な液状化対策（例）
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